
 
 大 阪 府 日 本 万 国 博 覧 会 記 念 公 園 運 営 審 議 会 規 則 を 公 布  
  平 成 二 十 六 年 二 月 四 日  

大 阪 府 知 事  松 井  一 郎    

大 阪 府 規 則 第 七 号  

大 阪 府 日 本 万 国 博 覧 会 記 念 公 園 運 営 審 議 会 規 則  
 

第 一 条  こ の 規 則

第 六 条 の 規 定 に 基

び

報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 額 そ の 他 審 議 会 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

 
 

第 二 条  審 議 会 委 員 十 人 以 内 で 組 織  

２  委 員 学 識 経 験 の あ る 者 そ の 他 知 事 が 適 当 と 認 め る 者 知 事 が

任 命  

３  委 員 の 任 期 は 二 年 補 欠 の 委 員 の 任 期 前 任 者 の 残 任 期

間  

び  

第 三 条  審 議 会 に 特 別 の 事 項 を 調 査 審 議 さ せ る た め 必 要 臨 時 委

員 及 び 特 別 委 員 若 干 人 を 置  

２  審 議 会 専 門 の 事 項 を 調 査 審 議 さ せ る た め 必 要 専 門 委 員 若

干 人 を 置  

３  び 専 門 委 員 知 事 が 任 命  

４  臨 時 委 員 及 び 特 別 委 員 当 該 特 別 の 事 項 に 関 す る 調 査 審 議 が 終 了 し た と き

解 任  

５  専 門 委 員 当 該 専 門 の 事 項 に 関 す る 調 査 審 議 が 終 了 解 任 さ れ

 
 

第 四 条  審 議 会 に 会 長 を 置 委 員 の 互 選 定  

２  会 長 会 務 を 総 理  

３  会 長 に 事 故 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 委 員 職 務 を 代

理  
 

第 五 条  審 議 会 の 会 議 会 長 が 招 集 会 長 が そ の 議 長  

２  審 議 会 に 関 係 の あ る 臨 時 委 員 を 含 次 項 に お い て 同

二 分 の 一 以 上 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を 開  

３  審 議 会 の 議 事 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 可 否 同 数 議 長 の 決 す

 
 
 

 

第 六 条  審 議 会 必 要 に 応 じ て 部 会 を 置  
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２  部 会 に 属 す る 委 員 等 会 長 が 指 名  
３  部 会 に 部 会 長 を 置 会 長 が 指 名 す る 委 員 が こ れ に 当  

４  部 会 の 会 議 部 会 長 が 招 集 部 会 長 が そ の 議 長  

５  部 会 長 に 事 故 部 会 に 属 す る 委 員 の う ち か ら 部 会 長 が あ ら か じ

め 指 名 す る 委 員 職 務 を 代 理  

６  前 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 部 会 の 会 議 に つ い て 準 用  

７  前 条 の 規 定 審 議 会 定 部 会 の 決 議

審 議 会 の 決 議 こ の 場 合 部 会 長 審

議 会 に 審 議 の 結 果 を 報 告  
 

第 七 条  委 員 等 の 報 酬 の 額 日 額 九 千 八 百 円  
 

第 八 条  委 員 等 の 費 用 弁 償 の 額 職 員 の 旅 費 に 関 す る

に よ る 指 定 職 等 の 職 務 に あ る 者 以 外 の 者 の 額 相 当 額  
 

第 九 条  審 議 会 の 庶 務 府 民 文 化 部 に お い て 行  
 

第 十 条  こ の 規 則 に 定 審 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 会 長

が 定  

附  則  
 

１  こ の 規 則 平 成 二 十 六 年 二 月 五 日 か ら 施 行  

の 委 員 等 の 報 酬 の 特 例 に 関 す る 規 則 の  

２  大 阪 府 原 子 炉 問 題 審 議 会 等 の 委 員 等 の 報 酬 の 特 例 に 関 す る 規 則 平 成 二 十 三

年 大 阪 府 規 則 第 二 十 五 号 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正  
  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正  

附   
 こ の 規 則 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行  

改 正 後  改 正 前  

  

第 十 七 条   
 

大 阪 府 日 本 万 国 博 覧 会 記 念 公 園 運 営 審 議 会 の

委 員 等 の 報 酬 の 特 例  

第 十 八 条  大 阪 府 日 本 万 国 博 覧 会 記 念 公 園 運 営

審 議 会 の 委 員 及 び 専 門 委

員 の 報 酬 の 額 特 例 期 間 大 阪 府 日

本 万 国 博 覧 会 記 念 公 園 運 営 審 議 会 規 則 平 成 二

十 六 年 大 阪 府 規 則 第 七 号 第 七 条 の 規 定 に か か

日 額 九 千 四 百 円  
 

第 十 九 条 ― 第 百 五 十 五 条   

第 十 七 条   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 十 八 条 ― 第 百 五 十 四 条   
  


